
熊谷市は省エネ家電を

購入した方に補助金を交付しています

【 条 件 】(詳しい条件は以下のQRコードから確認してください)

・熊谷市内に住所を有する店舗から購入していること

・最新の統一省エネルギーラベルにおいて、省エネ性能の多段階評価が

３．０以上の省エネ家電（エアコン・冷蔵庫・冷凍庫）であること

【 補助金額 】

１台あたり一律１万円（「まち元気」熊谷市商品券にて交付）

出典：「省エネ型製品情報サイト」（経済産業省資源エネルギー庁）
（http://seihinjyoho.go.jp/）から本市が架空のラベルを作成

【 申請に必要な書類 】

①熊谷市省エネ家電普及促進補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）

②省エネ家電購入証明書（様式第２号）←購入店舗が作成します！

③省エネ家電設置間取図（様式第３号）

④家電リサイクル券（排出者控え）の写し（家電を入れ替えた場合）

問い合わせ
〒３６０－０１９２ 熊谷市江南中央1丁目1番地（江南庁舎 ２階南側）
熊谷市 環境部 環境政策課 環境政策係 ☎０４８－５３６－１５４７

目標年度が最新のものか
しっかり確認してほしいにゃ！
このQRコードから申請書の
ダウンロードや詳しい条件など

を確認できるにゃ！

星の数に注目！
3.0以上なら補助金が
申請ができます！※

※エアコンの場合は目標年度が2027
年度、冷蔵庫・冷凍庫の場合は目標
年度が2021年度の統一省エネルギー
ラベルである必要があります。

【 補助金額 】

１台あたり一律１万円（地域電子マネー「クマPAY」にて交付）


